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制度名 問い合わせ先

●支援対象
産業競争力強化法に基づく特定創業支援事業を受けた創業者
●支援内容
・登録免許税の軽減
　株式会社を設立する際、登記にかかる登録免許税が軽減（資本金の０．７％
→０．３５％）
・信用保証協会による信用保証
　無担保・無保証で、上限は１，５００万円まで
　利用開始が事業開始６か月前（従来は創業２か月前）から利用の対象
・創業・第二創業補助金
①創業・第二創業補助金
　新たに起業チャレンジしたい女性・若者等創業希望者及び創業者、事業承
継を契機に既存の不採算部門を廃業し、新分野に挑戦する等の第二創業者
に対して支援（補助上限200万円（第二創業の場合は1,000万円)、補助率2/3）
②創業支援事業者補助金
　産業競争力強化法における創業支援事業者が認定創業支援事業計画（市
区町村が策定）に基づき行う創業者支援の取組に対して、支援（補助上限
1,000万円、補助率2/3）

中国経済産業局産業部経営支援課
ＴＥＬ：０８２－２２４－５６５８
中小企業庁経営支援部
創業・新事業促進課
ＴＥＬ：０３－３５０１－１７６７

中小企業新事業活動促進法に基づく
「経営革新」支援

●支援対象
事業内容や経営目標を盛り込んだ経営革新計画を作成し、都道府県の承認
を受けた中小企業者、組合等
●支援内容
・政府系金融機関による「設備資金」、「長期運転資金」に
対する低利融資制度
・信用保証の特例：限度枠の別枠化
・高度化融資制度：融資条件の優遇措置
・中小企業投資育成(株)の支援（別掲）
・特許料等の減免措置
・販路開拓コーディネート事業：新商品等の紹介、取り次ぎ

中国経済産業局産業部経営支援課
ＴＥＬ：０８２－２２４－５６５８
中小企業庁経営支援部
技術・経営革新課
ＴＥＬ：０３－３５０１－１８１６
各県中小企業担当課(巻末参照）

■融資・保証等
制度の概要

中小企業新事業活動促進法に
基づく「創業」支援

●支援対象
創業しようとしている方及び創業５年未満の方
●支援内容
・信用保証協会による信用保証：無担保・無保証で、上限は１，５００万円まで
・（独）中小企業基盤整備機構による債務保証制度
・エンジェル税制
・中小企業投資育成(株)の支援

中国経済産業局産業部経営支援課
ＴＥＬ：０８２－２２４－５６５８
経済産業省経済産業政策局
新規産業室
ＴＥＬ：０３ー３５０１－１５６９
（独）中小企業基盤整備機構
ＴＥＬ：０３－５４７０－１５７５

産業競争力強化法に
基づく「創業」支援
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制度名 問い合わせ先

制度名 問い合わせ先

制度名 問い合わせ先

制度名 問い合わせ先

●岡山県
制度の概要

融資制度
（事業再生資金）

再生計画の策定・実行により事業の再生を図る中小企業者について低利・低
保証料の融資制度で支援する。

岡山県産業労働部経営支援課
ＴＥＬ：０８６－２２６－７３６１
岡山県信用保証協会
ＴＥＬ：０８６－２４３－１１２２
中国銀行ほか
岡山県融資制度取扱金融機関

債務者が経営事項審査を受けているなどの一定の要件を満たせば、下請次
数に関係なく支払保証を受けられる制度で、ファクタリング会社に対して支払う
保証料の一部が助成される。保証を受けられる時点は、原則として手形の交
付を受けた段階だが、個々の下請工事等ごとに、下請契約等の締結段階か
ら、保証を受けられる。

「経営者保証に関するガイドライン」の内容に基づき、求められる中小企業等
の経営状況がある一定水準に達するような努力がなされていることの確認検
証が外部専門家によりされた場合、経営者保証不要で金融機関からの資金
調達が可能になる場合がある。
ガイドラインの内容に精通した専門家によるガイドラインの内容説明やガイドラ
インの内容に即した経営状況であるかどうかの検証、ガイドラインの内容に即
した経営状況を実現させるための体制構築に関するアドバイスを受ける事が
できる。

経営者保証に依存しない資金調達
の支援
（経営者保証に関するガイドライン
の利用のための専門家派遣事業）

公共工事または公共性のある民間工事の請負代金債権を担保に低利で簡
易・迅速に融資を受けられる。また、未完成部分の施工に要する資金につい
ても、前払金の支払をうけている場合、保証事業会社の金融保証により、融資
を受けやすくなる。

※本事業に係る助成金等を支出している建設業金融円滑化基金がすべて取
り崩された場合には、その時点で助成等は終了します。

地域建設業経営強化融資制度

下請債権保全支援事業

制度の概要

●鳥取県
制度の概要

県内の中小企業者等が、新分野進出のための資金、経営改善のために必要
な資金を融資する。

鳥取県商工労働部経済産業総室
経営支援室
ＴＥＬ：０８５７－２６－７４５３

中小企業融資制度
中小企業の施設・設備の近代化、経営の合理化等に必要な資金の融資を、金
融機関の協調を得て行います。

島根県商工労働部中小企業課
ＴＥＬ：０８５２－２２－５８８３

鳥取県商工労働部立地戦略課
ＴＥＬ：０８５７－２６－７５６４

企業参入支援資金
新たに農業経営を開始しようとする企業に対し、機械・施設の導入に必要な資
金を融資、償還期間15年以内（うち据置期間7年以内）、融資率100%、貸付限
度額2億円）

鳥取県農林水産部経営支援課
金融担当
ＴＥＬ：０８５７－２６－７２６０

●島根県
制度の概要

鳥取県　（公財）鳥取県産業振興機構
　　　　　　ＴＥＬ：０８５７－５２－６７０１
島根県　松江商工会議所
　　　　　　ＴＥＬ：０８５２－２３－０７０１
岡山県　（公財）岡山県産業振興財団
　　　　　　ＴＥＬ：０８６－２８６－９６８２
広島県　広島商工会議所
　　　　　　ＴＥＬ：０８２－５１１－５７８０
山口県　（公財）やまぐち産業振興財団
　　　　　　ＴＥＬ：０８３－９２２－９９３１

中小企業再生ファンド
（再生支援出資事業）

再生に取り組む中小企業に対し、再生計画上の必要に応じて
資金供給や経営支援を行う。

国土交通省総合政策局
建設市場整備課
　TEL:０３－５２５３－８１１１（代）
中国地方整備局計画・建設産業課
　TEL:０８２－２２１－９２３１（代）
（一財）建設業振興基金　金融支援部
　TEL:０３－５４７３－４５７５

（独）中小企業基盤整備機構
中国本部
ＴＥＬ：０８２－５０２－６５５５

中小企業技術基盤強化税制
中小企業者がその事業年度において損金の額に導入する試験研修費の額が
ある場合に、その試験研究費の額の一定割合の金額をその事業年度の法人
税額から控除

国税庁、国税局(事務所）、または税務
署の税務相談窓口
http://homepage3.nifty.com/shigehisa_c
pa/Html/ZeimusyoList.html

企業自立サポート融資

県内廃棄物の減量化・リサイクルを推進するため、県内におけるリサイクルに
寄与する施設・設備の整備事業を県が認定し、有利な条件で金融機関からの
融資が受けられる制度

環境産業支援資金融資事業
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制度名 問い合わせ先

4,000
万円

運転 10年
（据置1年）

0.40%～
1.33%

運転 7年
（据置3年）

設備 10年
（据置3年）

運転 7年
（据置1年）

設備 10年
（据置3年）

制度名 問い合わせ先

保証付

融資
限度額

保証付 保証なし

保証
料率

1.0%

・　設備資金の貸出利率について，H27年度新規融資分は通常の貸出利率か
ら0.7%引き下げる（表中の利率は，引下げ後の利率）。
・　運転資金と設備資金を一つの融資として実行する場合は，運転資金の融
資期間及び貸出利率を適用する。

・　設備資金の貸出利率について，H27年度新規融資分は通常の貸出利率か
ら0.7%引き下げる（表中の利率は，引下げ後の利率）。
・　運転資金と設備資金を一つの融資として実行する場合は，運転資金の融
資期間及び貸出利率を適用する。

労働支援融資
（雇用促進支援資金）

「新たに正社員を雇用（非正社員から正社員への転換を含む。），「新たに障
害者又は６５歳以上の高年齢者を常用雇用」，及び「障害者又は６５歳以上の
高年齢者の雇用促進・維持を図るための施設・設備の設置又は改善」を行う
中小企業者が利用できる融資制度

資金
使途

融資
期間

1.4%
0.40%～
1.33%

貸出利率（固定金利）

1.7%
0.40%～
1.33%

0.7%

産業支援融資
（事業活動支援資金）

「経営革新計画の承認を受けて行う事業」や「事業転換・多角化によって新分
野に進出するための事業」を行う者，「（公財）ひろしま産業振興機構が行う
『中小企業技術・経営力評価制度』の評価書の発行を受けた者」などの中小企
業者・組合等が利用できる融資制度

融資
期間

貸出利率（固定金利） 保証
料率

※　上記の他に，小規模融資（小口資金，無担保資金），経営安定融資（一般資金，流動資産担保資金），緊急対応融資（借換資金，経営改善支援特別資
金），産業支援融資（創業支援資金）などの融資制度がある（それぞれに要件，限度額，融資期間等の規定あり）。

7,000
万円

1.7%
広島県商工労働局経営革新課
ＴＥＬ：０８２－５１３－３３２１
Mail：syokeiei@pref.hiroshima.lg.jp

H27.4.1現在

広島県商工労働局経営革新課
ＴＥＬ：０８２－５１３－３３２１
Mail：syokeiei@pref.hiroshima.lg.jp

H27.4.1現在

2億円
（うち運転
資金6,000
万円）

1.4%

制度の概要

中小企業制度融資
（新事業展開等支援資金）

県中小企業支援センター等からビジネスプランについての推薦を受けて新た
な取組みを行うものや国が指定する不況業種に属するものであって、新たに
経営の多角化を図る中小企業者等を融資対象としています。

山口県商工労働部経営金融課
ＴＥＬ：０８３－９３３－３１８８
山口県信用保証協会
ＴＥＬ：０８３－９２１－３０９０

融資
限度額

1.0%

資金
使途

0.7%

保証なし

●山口県

●広島県
制度の概要

中小企業新事業活動促進法に基づく
承認・支援

中小企業者が新たな取り組みによる「経営革新計画」を作成し、知事による承
認を受けた場合に、該当する支援策の利用が可能になる。
・低利の融資、信用保険の特例　外
※計画の承認を受けても、支援策の利用には、別途金融機関等各支援機関
の審査が必要

1.5%

・　経営安定関連保証の適用を受ける場合，保証料率0.7%とする。

融資
期間

貸出利率（固定金利） 保証
料率保証付 保証なし緊急対応融資

（緊急経営基盤強化資金）

融資
限度額

広島県商工労働局経営革新課
ＴＥＬ：０８２－５１３－３３７１
Mail：syokeiei@pref.hiroshima.lg.jp

広島県商工労働局経営革新課
ＴＥＬ：０８２－５１３－３３２１
Mail：syokeiei@pref.hiroshima.lg.jp

資金
使途

経営環境の変化等によって経営の悪化を来している者で，中長期的（概ね３
年後）には業況が回復する見込みがある中小企業者・組合等が利用できる融
資制度

H27.4.1現在

1.2%
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制度名 問い合わせ先

中小企業投資促進税制

中小企業者等が機械装置等の対象設備を取得や製作等をした場合に、取得
価額の３０％の特別償却又は７％の税額控除が選択適用できるものです。
なお、生産性の向上に資する設備の投資について、①特別償却割合３０％を
即時償却に、②個人事業主、資本金３，０００万円以下法人について税額控除
割合を７％から１０％に、③資本金３０００万円超１億円以下法人に７％の税額
控除を適用することとした上で、適用期間を３年間延長することとしています。
●適用期間
　中小企業者等が以下の設備を平成２９年３月３１日までに取得し、指定業種
（※）の用に供した場合に適用となります。
「機械装置」「器具備品、工具」「ソフトウェア」「貨物自動車」「内航船舶」
（※）指定業種
製造業、建設業、農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、卸売業、道路貨物運
送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業、小売業、料理店業・その他の飲食店業
（料亭、バー、ナイトクラブその他これらに類する事業は除きます。）、一般旅
客自動車運送業、海洋運輸業及び沿海運輸業、内航船舶貸渡業、旅行業、
通信業、損害保険代理業、サービス業（映画業、通信業以外の情報通信業、
駐車場業、宿泊業、医療・福祉業、教育・学習支援業、自動車整備業、機械・
家具等修理業、その他の事業サービス業、廃棄物処理業）
●適用対象者　青色申告者である中小企業者等に限られます。

中国経済産業局
地域経済部地域経済課
ＴＥＬ：０８２－２２４－５６８４
中国経済産業局産業部中小企業課
ＴＥＬ：０８２－２２４－５６６１
中小企業庁事業環境部財務課
ＴＥＬ：０３－３５０１－５８０３

エンジェル税制
（ベンチャー企業投資促進税制）

制度の概要

特定の中小・ベンチャー企業に投資する個人投資家に対する課税の特例措置
中国経済産業局新事業支援室
ＴＥＬ：０８２－２２４－５６５８

生産性向上設備投資促進税制

先端設備や生産ラインやオペレーションの改善に資する設備を取得や製作等
した場合に、即時償却又は５％（建物・構造物は３％）の税額控除が選択適用
できるものです。
●適用期間
　平成２６年１月２０日から平成２９年３月３１日までの間に以下の設備を取得
し、事業の用に供した場合適用となります。（平成２８年４月１日から平成２９年
３月３１日までの間に取得し、事業の用に供した場合は、取得価額の特別償却
（５０％、建物・構築物は２５％）と税額控除（４％、ただし建物・構築物は２％）
の選択適用となります。なお、税額控除額はその事業年度の法人税額または
所得税額の２０％までが上限となります。）
　【A】先端設備・・　「機械装置」及び一定の「工具」「器具備品」「建物」「建物附
属設備」「ソフトウェア」のうち、下記の要件を全て満たすもの（サーバー及びソ
フトウェアについては中小企業者等が取得するものに限る。）
　①最新モデル
　②生産性向上（１％）
　③最低取得価格以上
　【B】生産ラインやオペレーションの改善に資する設備・・「機械装置」「工具」
「器具備品」「建物」「建物附属設備」「構築物」「ソフトウェア」のうち、下記の要
件を全て満たすもの
　①投資計画における投資利益率が年平均１５％以上（中小企業者等は5％
以上）
　②最低取得価格以上
●適用対象者　青色申告者である個人事業者又は法人（中小企業に限られま
せん）

中国経済産業局
地域経済部地域経済課
ＴＥＬ：０８２－２２４－５６８４
経済産業省経済産業政策局
産業再生課
ＴＥＬ：０３－３５０１－１５６０
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